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院
議
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井
和
則
君
提
出
ネ
ッ
ト
カ
フ
ェ
難
民
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
山
井
和
則
君
提
出
ネ
ッ
ト
カ
フ
ェ
難
民
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
厚
生
労
働
省
で
は
、
「
ホ
ー
ム
レ
ス
及
び
住
居
喪
失
不
安
定
就
労
者
の
就
業
機
会
確
保
対
策
に
つ

い
て
」
（
平
成
二
十
年
三
月
二
十
八
日
付
け
職
発
第
〇
三
二
八
〇
〇
五
号
厚
生
労
働
省
職
業
安
定
局
長
通
達
）
に
お
い

て
、
「
安
定
し
た
居
住
の
場
所
を
有
せ
ず
、
終
夜
営
業
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
カ
フ
ェ
等
の
施
設
を
起
居
の
場
所
と
し
、
不
安

定
な
雇
用
状
態
に
置
か
れ
て
い
る
又
は
現
に
失
業
し
て
い
る
者
」
を
「
住
居
喪
失
不
安
定
就
労
者
」
と
し
、
そ
の
者
の
就
業

を
確
保
す
る
た
め
の
対
策
を
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

ホ
ー
ム
レ
ス
の
自
立
の
支
援
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
号
）
第
二
条
に
規
定
す
る
「
都
市
公

園
、
河
川
、
道
路
、
駅
舎
そ
の
他
の
施
設
」
に
は
、
同
法
の
立
案
時
に
お
い
て
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
カ
フ
ェ
や
漫
画
喫
茶
」

な
ど
そ
の
利
用
に
対
価
の
支
払
を
必
要
と
す
る
施
設
が
含
ま
れ
る
こ
と
は
想
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
同
条
の

解
釈
と
し
て
も
、
御
指
摘
の
よ
う
な
生
活
を
送
る
者
は
、
同
条
に
規
定
す
る
「
ホ
ー
ム
レ
ス
」
に
該
当
し
な
い
と
考
え
る
。


